
*1 日常生活圏域： 概ね30分程度で駆けつけられる圏域」又は「人口5,000人程度」で，中学校区「

レベルの範囲を一つの目安とし，各市町村が地域の実情に応じて設定した圏域

医療や介護が必要になっても，住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，自助・互助活

動等を活用しながら，高齢者等の状況に応じた医療・介護サービスが，日常生活の場（日

常生活圏域 ）において，包括的かつ継続的に提供される体制づくりを進めます。
*1

また，本人の意向を十分に尊重した終末期医療の充実を目指します。

第１節 介護サービス等の充実

【現状と課題】

１ 地域包括ケアシステムの推進

○ 介護保険制度の持続可能性を維持しながら，できる限り住み慣れた地域で，人生の

最期まで尊厳をもって自分らしい生活を送ることができる社会を実現するためには，

最も身近な自治体である市町村が中心となって，自助を支える共助を軸に，医療，介

護，介護予防，住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括

ケアシステム」を推進していくことが必要です。

２ 高齢者等を取り巻く状況

○ 要介護認定者数は，県，国が増加しているのに比べ，肝属圏域は微減傾向にありま

すが，認定率でみると，垂水市を除く５市町が国を上回っています。

【図表5-1-1】要介護認定者数及び要介護認定者の増減率推移 （単位：人，％）

[介護保険事業状況報告]

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成30年3月

鹿屋市 5,784 5,895 5,994 5,953 5,930 102.5

垂水市 1,178 1,168 1,167 1,140 1,099 93.3

東串良町 467 460 456 447 459 98.3

錦江町 741 732 721 692 662 89.3

南大隅町 782 782 762 719 732 93.6

肝付町 1,539 1,488 1,502 1,452 1,416 92.0

肝属圏域 10,491 10,525 10,602 10,403 10,298 98.2

県 96,468 97,852 98,534 98,414 99,058 102.7

国 5,691,190 5,917,554 6,068,408 6,186,862 6,282,408 110.4

要介護認定者数
区分

平成25年度に対する
平成30.3月の対比率
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第１節 介護サービス等の充実
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【図表5-1-2】要介護認定率の推移

[介護保険事業状況報告より作成]

○ 肝属圏域の平成28年10月（１か月）のサービス利用者数は約１万人で，うち居宅サ

ービスの利用者が６割強，地域密着型サービスと，施設サービスの利用者がそれぞれ

２割弱となっています。また，市町によりサービス区分別割合に差が見られます。

【図表5-1-3】サービス区分別受給者数 （単位：人）

（注１）各年度10月サービス分

（注２）平成28年4月に，小規模な通所介護事業所が地域密着型通所介護事業所に移行

〔介護保険事業状況報告〕

○ 要介護度別に見ると，軽度者が41.4％であり，高齢者等がその能力に応じ自立した

日常生活を送るとともに，要介護状態になることをできる限り防ぎ，それ以上悪化し

ないよう，自立支援・介護予防・重症化防止対策の充実・強化が必要です。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成30年3月

鹿屋市 21.4 21.2 21.3 20.8 20.4

垂水市 19.4 19.1 19.1 18.6 18.0

東串良町 19.7 19.2 19.0 18.7 19.3

錦江町 21.6 21.5 21.3 20.7 19.9

南大隅町 21.0 21.2 20.9 20.1 20.7

肝付町 24.5 23.6 23.7 23.0 22.5

県 20.5 20.4 20.2 19.9 19.8

国 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0

17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0

(%)

割合 割合 割合

鹿屋市 5,962 3,831 64.3% 1,329 22.3% 802 13.5%

垂水市 1,022 592 57.9% 197 19.3% 233 22.8%

東串良町 435 279 64.1% 70 16.1% 86 19.8%

錦江町 654 412 63.0% 63 9.6% 179 27.4%

南大隅町 601 349 58.1% 71 11.8% 181 30.1%

肝付町 1,290 885 68.6% 123 9.5% 282 21.9%

肝属圏域 9,964 6,348 63.7% 1,853 18.6% 1763 17.7%

県 91,075 57,744 63.4% 16,779 18.4% 16,552 18.2%

国 5,656,948 3,938,727 69.6% 792,825 14.0% 925,396 16.4%

区分 受給者数計
居宅サービス受給者数 地域密着型サービス受給者数 施設サービス受給者数
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第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

【図表5-1-4】第１号被保険者認定者の軽度者の状況（平成30年３月末現在）

（単位：人，％）

区分 鹿屋市 垂水市 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 肝属圏域

認定者数 5,930 1,099 459 662 732 1,416 10,298

軽度者 2,439 510 165 269 329 555 4,267

(41.1) (46.4) (35.9) (40.6) (44.9) (39.2) (41.4)

（注）軽度者：要支援１・２及び要介護１の計 [介護保険事業状況報告]

○ 年齢階層区分別の認定率を見ると，80歳以上から認定率が急上昇しています。

【図表5-1-5】肝属圏域 年齢階層区分別認定率の状況（平成28年10月現在）

［介護保険事業状況報告より作成］

○ 肝属圏域における介護サービス事業所の指定状況（平成29年4月1日時点）は，居宅

サービス事業所が170か所，居宅介護支援事業所が70か所，施設サービスが28か所，

市町村指定の地域密着型サービスが125か所，新しい総合事業（訪問型サービス，通

所型サービス）が145か所となっており，概ね介護サービス提供体制が整えられてき

ています。

○ しかしながら，中重度者等の在宅生活を支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護

は２か所，小規模多機能型居宅介護11か所となっているほか，看護小規模多機能型居

（ ） ，宅介護 複合型サービス 等についてはサービス基盤が整備されていない状況であり

指定及び利用状況が低調となっています。

○ 施設サービスの介護療養型医療施設は平成29年４月１日時点で１か所となっていま

す。

なお，この型の施設は平成35年度末までに廃止することとされており，高齢化の進

展により今後増加が見込まれる慢性期の医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応

するための新たな施設類型として，平成30年度から「介護医療院」が創設されたとこ

ろです。

今後，介護療養病床廃止期限までに介護医療院等への円滑な転換を推進していくこ

とが必要です。
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第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

【図表5-1-6】介護サービス種類別介護保険事業所数

(現存数：休止を含む 各年度４月１日現在）

（注）平成28年4月に，小規模な通所介護事業所が地域密着型通所介護事業所に移行

[大隅地域振興局調べ]

【図表5-1-7】地域密着型サービス・新しい総合事業

(現存数：休止を含む 各年度４月1日現在）

大隅地域振興局調べ][

○ 60歳代，70歳代をはじめとした高齢者の多くは，要介護状態や要支援状態にも至っ

ておらず，地域で社会参加できる機会を増やしていくことが高齢者の介護予防にもつ

ながっていくことから，多くの高齢者が支え手の側に参加する取組が必要です。

平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年

認知症対応型通所介護 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6
小規模多機能型居宅介護 3 6 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 8 11
認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 36 35 6 6 2 3 2 2 4 4 4 7 54 57
地域密着型特定施設入居者生活介護 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（H24～） 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
看護小規模多機能型居宅介護（H24～） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域密着型通所介護（H28～） － 34 － 3 － 3 － 1 － 0 － 5 － 46

計 47 86 10 13 2 6 2 3 4 4 6 13 71 125
訪問型（みなし） － 35 － 2 － 3 － 1 － 3 － 7 － 51
訪問型サービス（独自） － 5 － 0 － 0 － 0 － 1 － 0 － 6
訪問型サービス（独自・定率） － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0
訪問型サービス（独自・定額） － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0
通所型（みなし） － 57 － 3 － 5 － 2 － 2 － 9 － 78
津所型サービス（独自） － 1 － 1 － 0 － 0 － 2 － 0 － 4
通所型サービス（独自・定率） － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0
通所型サービス（独自・定額） － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0
介護予防マネジメント － 1 － 1 － 1 － 1 － 1 － 1 － 6

計 － 99 － 7 － 9 － 4 － 9 － 17 － 145

南大隅町 肝付町

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

合計

新
し
い
総
合
事
業

サービスの種類
鹿屋市 垂水市 東串良町 錦江町

増減
平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年平成29年平成25年（A) 平成29年（B) (B)-（A)

訪問介護 34 41 4 2 4 4 1 1 3 4 7 7 53 59 6
訪問入浴介護 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 0
訪問看護 6 9 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 10 14 4
訪問リハビリテーション（みなしを除く） 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
通所介護 59 25 3 1 4 3 4 2 2 2 9 5 81 38 -43
通所リハビリテーション（みなしを除く） 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 0 -11
短期入所生活介護 3 10 0 1 2 2 0 2 0 2 0 2 5 19 14
短期入所療養介護（みなしを除く） 1 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 10
居宅療養管理指導（みなしを除く） 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
特定施設入居者生活介護 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
福祉用具貸与 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9 9 0
福祉用具販売 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 10 9 -1

計 131 109 12 13 11 10 7 7 8 10 21 21 190 170 -20
36 41 5 5 6 6 4 5 4 5 5 8 60 70 10

介護老人福祉施設 8 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 18 1
介護老人保健施設 4 5 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 8 9 1
介護療養型医療施設 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -2

計 14 13 4 5 2 2 3 3 2 2 3 3 28 28 0

合計

居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業

居宅介護支援事業

施
設

サービスの種類
鹿屋市 垂水市 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町
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） ，*1 高齢者特有の疾患群や障害：生活習慣病（循環器疾患，糖尿病，がん等 ，認知症，骨粗鬆症

排尿障害等

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

○ 高齢者特有の疾患群や障害 が増加しており，県の医療機関における平均在院日数
*1

は国より長い状況です。退院後の高齢者の状況に応じた多種職協働による在宅医療の

推進など，きめ細やかな医療・介護サービスの提供が求められています。

○ また，地域包括支援センターは市町村の地域包括ケアシステム構築に向けた取組を

推進するために地域支援事業に位置づけられた「在宅医療・介護連携の推進 「認」，

知症施策の推進 「生活支援サービスの体制整備」を実施することとなり，センタ」，

ーの機能を強化していく必要があります。

【施策の方向性】

１ 地域包括ケアシステムの強化及び推進

○ 地域の実情に応じた地域包括ケアシステムが推進されるよう，引き続き市町が中心

となった取組を支援します。

○ 地域における自助・互助活動の促進・充実を図りつつ，医療や介護等の共助・公助

サービスの機能を活かしながら，地域全体で高齢者を支える仕組みづくりを推進しま

す。

○ 市町等による日常生活圏域での取組や，県（地域振興局）による二次保健医療圏で

の取組を重層的に展開し，その結果・成果を評価しながら体制整備を進めます。

【図表5-1-8】地域包括ケアシステムの概念（イメージ）

［県高齢者生き生き推進課作成］
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*1 地域ケア会議：市町が行う個別ケース検討会議（地域ケア個別会議）の積み重ねにより共有し

た地域課題を，地域づくり，新たな資源開発，政策形成などにつなげ，地域包括ケアシステムの

構築を推進するための会議

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

２ 介護予防・重症化防止の推進

○ 市町等における介護予防事業やサービス提供をさらに促進するため，より効果的で

活用しやすい評価指標等を設定するとともに，介護予防事業の取組及び要介護認定率

の状況等を調査・分析し，その結果や県内外の先行的な取組などの情報を市町へ提供

します。

○ 高齢者の健康づくりや社会参加に対して地域商品券等に交換できるポイント制度に

ついて，市町の導入を促進します。

３ 見守りや地域支え合い活動の促進

高齢者等が安心して暮らせる地域づくりを推進するため，住民も参加した地域の見守

り体制の構築及び充実に向けた取組を支援するとともに，生活支援・介護予防サービス

の充実に向けた地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う，生活支援コーディネ

ーターの配置を促進します。

４ 高齢者のニーズに応じた医療・介護サービスの提供

高齢者等の多様なニーズに対応するため，市町や関係団体等と協働し，在宅医療に従

事する多職種の連携やその資質向上を図ります。

５ 地域包括支援センターの機能強化

○ 高齢者の介護予防や重度化防止を図るため，地域ケア会議 を効果的に運用し，包
*1

括的ケアマネジメントを実施できるように支援します。

○ 高齢者の総合相談支援，介護予防ケアマネジメントや権利擁護等を担う地域包括支

援センター職員の資質向上のための研修等を実施します。

６ 介護サービス基盤の整備

○ 高齢者が安心して自立した生活が送れるよう在宅サービスの充実を図るとともに，

自宅等での生活が困難となった要介護者に対しては，市町と連携し，施設・居住系サ

ービスを整備するなど，計画的な基盤整備を進めます。

○ 要介護者の在宅生活を支えるために，市町や事業者と連携し，24時間対応の介護サ

ービス等の普及・定着を図っていきます。

○ 高齢者の状態や介護ニーズの変化等に対応できるサービス提供体制の確保に向け

て，各種研修等を通じたサービス提供事業所や従事者の資質の向上に努めます。
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第２節 在宅医療・終末期医療の体制整備

１ 在宅医療の体制整備

【現状と課題】

（１）在宅医療を取り巻く状況

○ 急性期医療を終えた回復期・慢性期の患者の受け皿として，生活の質を重視した在

宅医療のニーズはますます高まっています。

○ 国の「長寿科学総合研究事業」によると，要介護者の約９割に歯科医療または専門

的口腔ケアが必要ですが，歯科受診は約27％にとどまっています。

○ 訪問歯科診療の認知度が低く，施設での口腔ケアの必要性について，入所者や家族

の理解がなされていない状況にあります。

○ 小児医療において，退院後も引き続き医療的ケアが必要な障害児等の在宅（施設含

む）への移行が進んでいます。

○ 精神科救急医療の進歩に伴い，新規の入院患者の１年未満の退院率が高くなってい

ます。また，その６割以上を統合失調症の患者が占めています。

○ 大隅地域では，平成29年度，医療と介護関係者の協議により，入院患者の円滑な在

宅への移行を図り，より充実した支援を行うにあたって必要な情報を医療機関から介

護支援専門員に着実に引き継ぐための仕組みとして「大隅地域退院支援ルール」を策

定し運用しています。

○ 「平成28年度県民保健医療意識調査」によると，20歳以上の男女が「入院以外の医

療や介護を受ける場所（住まい）として適している場所」を｢自宅｣と回答した割合が

肝属圏域では32.6％となっており，多くの人が，できる限り住み慣れた自宅などでの

療養を望んでいます。

第５章 地域包括ケア体制の整備充実
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*1 みなし指定：健康保険法による指定を受けた保険医療機関（病院・診療所 ，及び介護保険法）

による指定を受けた介護療養型医療施設における訪問看護のこと。

*2 おくすり整理相談バッグ：高齢の患者本人や家族，在宅医療・介護に関わる従事者が，自宅に

残っている薬を袋に入れ，薬局で預かって薬剤師が整理し次の薬の処方に活かすもの。安心して

正しく無駄なく服用するための薬の連絡袋

【 】図表5-2-1 20歳以上の男女が入院以外の医療や介護を受けたい場所

[平成28年度県民保健医療意識調査]

（２）在宅医療の提供体制

○ 肝属圏域には，在宅療養支援病院は２か所，在宅療養支援診療所が28か所，在宅療

養支援歯科診療所が15か所あります。

（単位：か所）【図表5-2-2 市町別在宅療養支援病院・診療所の状況】

区 分 鹿屋市 垂水市 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 圏域計

在宅療養支援病院 １ １ ０ １ ０ ０ ２

在宅療養支援診療所 １３ ３ ０ ２ ４ ６ ２８

在宅療養支援歯科診療所 ９ ２ ０ １ １ ２ １５

[九州厚生局]

○ 肝属圏域には，訪問看護ステーション（みなし指定 以外）が12か所あります。
*1

【 】 （ ）図表5-2-3 市町別訪問看護ステーションの状況 単位：か所

区 分 鹿屋市 垂水市 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 圏域計

訪問看護ステーション ９ １ ０ １ １ １ １３

[大隅地域振興局調べ]

○ 肝属圏域内の調剤薬局88か所のうち80か所が麻薬小売業者であり，在宅訪問薬剤管

理指導料届出は79か所となっています。また，鹿児島県薬剤師会独自の「おくすり整

理相談バッグ 」事業を通して，残薬の整理などに取り組んでいます。
*2

高齢者や障害者の

支援施設

23.4％

高齢者や障害者の

グループホーム，

ケアホームなど

24.1％

高齢者専用賃貸住宅

などサービス付き

高齢者住宅

13.1％

自宅

32.6％

その他

1.7％

無回答

5.2％
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（単位：か所）【図表5-2-4 調剤薬局の状況】

区 分 鹿屋市 垂水市 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 圏域計

調剤薬局数 ５９ １０ ４ ６ ３ ６ ８８

麻薬小売業者数 ５４ ８ ４ ５ ３ ６ ８０

在宅訪問薬剤管理
５２ １０ ４ ５ ３ ５ ７９

指導料届出数

[大隅地域振興局調べ]

○ 「平成28年度県医療施設機能等調査」に回答した肝属圏域の医療機関のうち，在宅

医療を実施している病院は42.9％，有床診療所は34.6％，無床診療所は43.4％です。

単位：％）【図表5-2-5 在宅患者診療・指導料の算定状況】 （

区 分 回答施設数 実施 未実施 無回答

病院 ２１ ９(42.9) ６(28.6) ６(28.6)

有床診療所 ２６ ９(34.6) １１(42.3) ６(23.1)

無床診療所 ５３ ２３(43.4) ２２(41.5) ８(15.1)

[平成28年度県医療施設機能等調査]

○ 「平成28年度県医療施設機能等調査」に回答した肝属圏域の病院の半数以上が，地

域医療連携室設置または医療機関の紹介等を行う組織があると回答していますが，診

療所ではほとんどが組織機能を有していない状況です。

（ ）【 「 」 】図表5-2-6 地域医療連携室 等の設置の有無 単位：か所

[平成28年度県医療施設機能等調査]

○ 「平成28年度県民保健医療意識調査」によると，肝属圏域ではかかりつけ医を「決

めている」と回答した人は67.0％ 「決めていないが決めたいと思う」と回答した人，

は23.0%です。

○ また 「かかりつけ歯科医」を決めていると回答した人は，平成23年と比較すると,，

0.5ポイント増加し 「かかりつけ薬局」を決めていると回答した人は，平成23年と，

比較すると，3.1ポイント増加しています。

設置 未設置 無回答 実施 原則実施 一部実施 未実施 無回答

病院 21 14 7 0 18 7 11 3 0

有床診療所 26 1 24 1 10 3 7 13 3

無床診療所 53 1 51 1

区分
回答施
設数

地域医療連携室設置または医療機関

の紹介等を行う組織がある
退院時カンファレンスの有無
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（ ）【 】図表5-2-7 かかりつけ医の有無 単位：％

［平成28年度県民保健医療意識調査］

○ かかりつけ医等は，健康相談や指導が受けやすく，また，専門医等との連携が図り

やすいことから，引き続きかかりつけ医等を持つことの普及啓発を推進することが必

要です。

○ 在宅医療の推進にあたっては，関係市町が連携した広域的な体制づくりとともに，

多職種が連携するための研修会等の実施によるネットワーク化が望まれます。

（３）地域医療構想を踏まえた在宅医療等の追加的需要

○ 地域医療構想における平成37（2025）年の肝属圏域の在宅医療等の必要量（医療需

） （ ）， （ ） （ ）要 は2,455 人/日 そのうち訪問診療のみの必要量 医療需要 は1,224 人/日

となっています。

【図表5-2-8 平成32（2020）年に見込まれる在宅医療の追加的需要の按分結果】

（単位：人/日）

［鹿児島県地域医療構想］

【施策の方向性】

（１）在宅医療連携体制の整備

○ 在宅療養者が安心して医療が受けられ，多様なニーズに対応できるよう，関係機

関のネットワーク化や，地域の実情に応じた多職種連携による在宅医療連携体制の

整備を推進します。

○ 質の高い在宅医療を提供できるよう，圏域での在宅医療を担う人材育成を図りま

す。

○ 在宅歯科医療等を提供できるよう，関係機関との連携強化を図ります。

（参考）

外来受診対応
介護保険施設対応分

(転換含む)

在宅医療対応分
(訪問診療)

平成37(2025)年の
訪問診療(※)

202.52 104.07 68 30.45 1,224

※ 高齢化の影響のみを反映した推計値

追加的需要

内訳

平成23年度 平成28年度 平成23年度 平成28年度 平成23年度 平成28年度 平成23年度 平成28年度 平成23年度 平成28年度 平成23年度 平成28年度

肝属圏域 62.4 67.0 29.4 23.0 62.4 62.9 21.6 20.3 44.5 47.6 16.5 25.1

県 65.3 65.5 26.2 26.5 61.4 58.9 22.2 23.1 40.2 25.1 27.9 28.7

かかりつけ歯科医

決めている

かかりつけ薬局

決めていないが決めた
いと思う区分

決めている
決めていないが決めた
いと思う

かかりつけ医

決めている
決めていないが決めた
いと思う
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○ 医療的ケアが必要な障害児等にとって，生活の場で必要な環境づくりを推進する

ため関係者間による協議・意見交換等を行うとともに，小児訪問看護の取組促進を

図ります。

○ 小児医療に関し，ＮＩＣＵ等入院中から市町，医療機関等が連携し，児の円滑な

退院支援を行うとともに，在宅移行後においても，児や家族が適切な支援を受けら

れるよう，保健，医療，障害福祉，保育，教育等の関係機関の連携体制の構築に努

めます。

○ 精神障害者の急性期医療体制整備が進むことによる入院期間の短縮化や，長期入

院者の地域移行が促進されることを踏まえ，退院した精神障害者の地域生活を維持

するため，多様なニーズに対応可能な質の高い訪問看護ステーションの確保を促進

します。

（２）退院に向けての支援

平成29年度に地域の医療・介護の関係者が一体となって策定した「大隅地域退院支

援ルール」を活用し，住み慣れた地域で安心して療養生活が継続できるよう，入院か

ら在宅への切れ目のない医療提供体制を推進します。

（３）日常の療養生活の支援

患者の疾患，重症度に応じた医療（緩和ケアを含む）が，多職種協働により，でき

る限り患者が住み慣れた地域で継続的，包括的に提供されることを目指します。

（４）急変時対応

在宅療養者の病状の急変時に対応できるよう,在宅医療を担う病院・診療所,訪問看

護ステーション及び入院機能を有する病院・診療所との円滑な連携による，診療体制

の構築を支援します。

（５）在宅医療に関する普及啓発

病院，一般診療所，歯科診療所，調剤薬局，訪問看護ステーション等相互間の機能

の分担と業務の連携状況を明らかにしながら，在宅医療に関する地域住民への情報提

供や普及啓発を図ります。
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【図表5-2-9 在宅医療における連携体制（イメージ 】）

在宅医療における連携体制 (イメージ図）

終末期
（看取り）

退院支援

●入院医療機関と
在宅医療にかか
る機関との協働
による退院支援
の実施

・病院・診療所
・訪問看護ステーション
・調剤薬局
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター

・在宅医療において積極
的役割を担う医療機関

・在宅医療に必要な連携
を担う拠点

等

日常の療養支援

●多職種協働による患者
や家族の生活を支える観
点から医療の提供
●緩和ケアの提供
●家族支援

・病院・診療所 ・歯科診療所
・訪問看護ステーション・調剤薬局
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
・介護老人保険施設 短期入所
サービス提供施設
・その他 等

●在宅療養者の病状の急
変時における緊急往診体
制及び入院病床の確保

・病院・診療所
・訪問看護ステーション
・調剤薬局
・在宅医療において積極的役割を担う
医療機関
・在宅医療に必要な連携を担う拠点

等

●住み慣れ
た自宅や介
護施設等，患
者が望む場
所での終末
期の療養支
援（看取り含
む）を行う

・病院・診療所
・訪問看護ステーション
・調剤薬局
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター

・在宅医療において積
極的役割を担う医療機
関

・在宅医療に必要な連
携を担う拠点

等

急変時・
災害時対応

［県高齢者生き生き推進課作成］
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【図表5-2-10】医療機能基準（在宅医療）

［大隅地域振興局作成］
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【図表5-2-11】地域医療連携に係る医療機関一覧（在宅医療 （市町別 （50音順）） ）

入院医療
機関

在宅医療
に係る機
関

入院医療
機関

在宅医療
に係る機
関

在宅医療
に係る機
関

入院医療
機関

在宅医療
に係る機
関

入院医療
機関

鹿屋市 吾平クリニック 鹿屋市吾平町麓３３２２－１ 0994-58-5555 ○ ○ ○

鹿屋市 池田病院 鹿屋市下祓川町１８３０ 0994-43-3434 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 井ノ上病院 鹿屋市王子町３９８０－１ 0994-42-5275 ○ ○

鹿屋市 入佐内科 鹿屋市吾平町麓３４８－１ 0994-58-7006 ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 大隅鹿屋病院 鹿屋市新川町６０８１－１ 0994-40-1111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 小浜クリニック 鹿屋市吾平町上名１０ 0994-58-6025 ○ ○ ○ ○

鹿屋市 鹿屋在宅支援診療所 鹿屋市旭原町３６０８－１ 0994-45-5844 ○ ○ ○ ○

鹿屋市 鹿屋ハートセンター 鹿屋市札元２－３７４６－８ 0994-41-8100 ○ ○

鹿屋市 県民健康プラザ鹿屋医療センター 鹿屋市札元１－８－８ 0994-42-5101 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 恒心会おぐら病院 鹿屋市笠之原町２７－２２ 0994-44-7171 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 児玉上前共立病院 鹿屋市寿５－２－３９ 0994-43-2510 ○ ○ ○ ○

鹿屋市 小林クリニック 鹿屋市上谷町５－３０ 0994-41-0700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 桜ヶ丘病院 鹿屋市西原４－１５－５ 0994-44-8686 ○ ○ ○ ○

鹿屋市 せぐち整形外科 鹿屋市北田町８－２０ 0994-40-9200 ○ ○

鹿屋市 そえじまクリニック 鹿屋市旭原町３６４５－１ 0994-41-6800 ○ ○ ○

鹿屋市 徳田脳神経外科病院 鹿屋市打馬１－１１２４８－１ 0994-44-1119 ○ ○ ○

鹿屋市 長﨑内科 鹿屋市笠之原町４９－１９ 0994-43-2195 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 西原保養院 鹿屋市西原２－２９－２２ 0994-43-1783 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 浜崎クリニック 鹿屋市向江町２５－２６ 0994-43-3305 ○ ○

鹿屋市 福田病院 鹿屋市寿３－１１－２ 0994-43-4191 ○

鹿屋市 福留クリニック 鹿屋市串良町上小原３０４６ 0994-63-1200 ○ ○ ○

鹿屋市 前田内科 鹿屋市本町４－２ 0994-42-2175 ○ ○ ○ ○

鹿屋市 まちのお医者さん 鹿屋市寿５－２６－３８ 0994-40-7801 ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 的場クリニック 鹿屋市西原４－１０－３８ 0994-45-7282 ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 みどり明星クリニック 鹿屋市輝北町市成２１１９－２ 099-485-1911 ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿屋市 ゆうあいクリニック 鹿屋市輝北町上百引２１０２－３ 099-486-0110 ○ ○ ○ ○

垂水市 池田温泉クリニック 垂水市田神３５３６－１ 0994-32-6161 ○ ○

垂水市 相良整形外科 垂水市中央町２７ 0994-31-3081 ○ ○ ○ ○

垂水市 垂水市立医療センター垂水中央病院 垂水市錦江町１－１４０ 0994-32-5211 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

垂水市 東内科小児科クリニック 垂水市田神３４８５－１ 0994-32-5522 ○ ○ ○ ○

垂水市 よしとみクリニック 垂水市南松原町１０ 0994-45-4215 ○ ○ ○ ○ ○

東串良町 岩重医院 肝属郡東串良町川東３７２０ 0994-63-8514 ○

錦江町 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川１３５－３ 0994-22-3111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南大隅町 じょうさいクリニック 肝属郡南大隅町根占川南３７７２ 0994-24-2977 ○ ○ ○ ○

南大隅町 津崎医院 肝属郡南大隅町根占川北１７２５ 0994-24-2153 ○ ○ ○ ○

南大隅町 南大隅町立大泊へき地出張診療所 肝属郡南大隅町佐多馬籠９３２－１ 0994-27-3030 ○ ○ ○ ○

南大隅町 南大隅町立郡へき地出張診療所 肝属郡南大隅町佐多郡１９６３-1 0994-26-1856 ○ ○ ○ ○

南大隅町 南大隅町立佐多診療所 肝属郡南大隅町佐多伊座敷３８４６ 0994-26-1423 ○ ○ ○ ○ ○

肝付町 肝付町立病院 肝属郡肝付町北方１９５３ 0994-67-2721 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

肝付町 高山胃腸科・外科 肝属郡肝付町前田９２３－1 0994-65-7171 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

肝付町 高山クリニック 肝属郡肝付町新富８１８－１ 0994-65-1111 ○ ○

肝付町 春陽会中央病院 肝属郡肝付町新富４８５ 0994-65-1170 ○ ○ ○

肝付町 山内クリニック 肝属郡肝付町前田４８１６－２ 0994-65-8181 ○ ○ ○ ○

肝付町 吉重クリニック 肝属郡肝付町北方５８１－１ 0994-67-2266 ○ ○ ○ ○

肝付町 ルミコ医療ステーション 肝属郡肝付町新富４６８４ 0994-65-0921 ○ ○ ○ ○ ○

医療機能の分類

積極的役
割を担う
医療機関

急変時対応 終末期
医療機関名市町名 住所 電話番号

退院支援 日常の療養支援
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【図表5-2-12】在宅医療に係る関係機関一覧（在宅療養支援歯科診療所）

※ 平成30年12月１日現在で作成したものであり，追加等が必要な場合は，大隅地域振興

局健康企画課（電話：0994-52-2103）まで御連絡ください。

【図表5-2-13】在宅医療に係る関係機関一覧（在宅患者訪問薬剤指導薬局）

市町名 名称 所在地 電話番号
鹿屋市 愛生堂薬局 鹿屋市横山町1959-2 0994-48-2821
鹿屋市 あいの調剤薬局 鹿屋市串良町岡崎字船迫2560-4 0994-63-0207
鹿屋市 吾平中央薬局 鹿屋市吾平町上名7682-4 0994-58-5522
鹿屋市 吾平調剤薬局 鹿屋市寿三丁目3-40 0994-44-5685
鹿屋市 あさひ薬局 鹿屋市寿五丁目2-39-1 0994-40-2626
鹿屋市 あっぷる調剤薬局 鹿屋市西原一丁目23-5 0994-44-5448
鹿屋市 あろーず薬局 鹿屋市北田町12-1-1 0994-45-6100
鹿屋市 市成の薬局 鹿屋市輝北町市成字喜入塚2144-3 099-481-1555
鹿屋市 おうじ薬局 鹿屋市王子町3980-3 0994-42-7613
鹿屋市 おおうら薬局 鹿屋市大浦町13992-3 0994-45-5236
鹿屋市 おおすみ薬局 鹿屋市新川町908 0994-36-8003
鹿屋市 大手町調剤薬局 鹿屋市西大手町5-3 0994-40-5087
鹿屋市 おおやま調剤薬局 鹿屋市上谷町11170-7 0994-44-7701
鹿屋市 オガワ薬局 鹿屋市新川町132-1 0994-41-3003
鹿屋市 笠之原調剤薬局 鹿屋市笠之原町49-18 0994-44-4333
鹿屋市 きりん薬局 鹿屋市笠之原町29-23 0994-41-6077
鹿屋市 クラーレ薬局 鹿屋市寿四丁目15-15 0994-45-7507
鹿屋市 検見崎薬局 鹿屋市本町2-4 0994-44-6211
鹿屋市 ５丁目薬局 鹿屋市寿五丁目26-18 0994-41-6677
鹿屋市 寿調剤薬局 鹿屋市寿二丁目1-17 0994-44-9962
鹿屋市 寿八丁目薬局 鹿屋市笠之原町29-5 0994-40-9001
鹿屋市 寿八丁目薬局笠之原店 鹿屋市笠之原町27-23 0994-45-7111
鹿屋市 崎山調剤薬局 鹿屋市上谷町11214-11 0994-44-5558
鹿屋市 さくら調剤薬局 鹿屋市札元一丁目6-43 0994-42-1488
鹿屋市 三愛調剤薬局 鹿屋市旭原町3628-3 0994-44-5568
鹿屋市 城薬局 鹿屋市川西町3613-5 0994-31-1880

市町名 名称 所在地 電話番号
鹿屋市 安楽歯科 鹿屋市寿5丁目17-40 0994-44-2220
鹿屋市 池田歯科 鹿屋市串良町岡崎字栫2162-1 0994-63-3770
鹿屋市 近藤歯科 鹿屋市西原4丁目7-21 0994-44-5373
鹿屋市 重久歯科医院 鹿屋市向江町11-18 0994-42-4470
鹿屋市 とおや治歯科クリニック 鹿屋市寿1丁目14-27 0994-40-1811
鹿屋市 中野歯科医院 鹿屋市共栄町15-13 0994-41-7455
鹿屋市 西の原歯科 鹿屋市打馬1丁目4-3 0994-40-4180
垂水市 川畑歯科医院 垂水市田神3510-1 0994-32-7788
垂水市 なぎさ歯科医院 垂水市浜平1838-1 0994-31-3118
錦江町 神田歯科医院 肝属郡錦江町田代麓652-7 0994-25-2058
南大隅町 ながた歯科医院 肝属郡南大隅町根占川北311 0994-24-2117
肝付町 みやぞの歯科 肝属郡肝付町後田2387-1 0994-65-4001
肝付町 よしどめ歯科医院 肝属郡肝付町新富739-1 0994-65-2202
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市町名 名称 所在地 電話番号
鹿屋市 新生薬局 鹿屋市新生町9-15 0994-40-7333
鹿屋市 すずらん薬局 鹿屋市寿四丁目2-29 0994-42-5367
鹿屋市 センター薬局 鹿屋市西大手町3-19 0994-43-8318
鹿屋市 太陽調剤薬局 鹿屋市北田町13-3 0994-43-3359
鹿屋市 ちゅーりっぷ薬局 鹿屋市札元二丁目3771-8 0994-40-2021
鹿屋市 つばさ薬局 鹿屋市寿八丁目715-9 0994-40-8171
鹿屋市 ティワイ薬局 鹿屋市川西町4474-2 0994-40-7773
鹿屋市 西原調剤薬局 鹿屋市西原一丁目23-2 0994-44-9875
鹿屋市 日本調剤鹿屋薬局 鹿屋市新川町6081-1 0994-35-1170
鹿屋市 はらいがわ調剤薬局 鹿屋市下祓川町1856-3 0994-41-4715
鹿屋市 ひがしの丘調剤薬局 鹿屋市笠之原町2923-4 0994-36-6846
鹿屋市 ひとみ薬局 鹿屋市寿四丁目14-13 0994-40-1593
鹿屋市 寛調剤薬局 鹿屋市吾平町麓186-3 0994-58-7272
鹿屋市 寛調剤薬局鹿屋店 鹿屋市横山町1587-4 0994-48-3661
鹿屋市 ふじ薬局 鹿屋市下祓川町1792-2 0994-41-6570
鹿屋市 ふだもと薬局 鹿屋市札元2-3808-10 0994-41-5560
鹿屋市 二矢調剤薬局 鹿屋市今坂町12572-11 0994-40-4193
鹿屋市 三井調剤薬局川西店 鹿屋市田崎町1068-4 0994-45-6762
鹿屋市 三井調剤薬局北田店 鹿屋市北田町6-20 0994-42-5728
鹿屋市 三井調剤薬局寿店 鹿屋市寿三丁目11-29 0994-41-2857
鹿屋市 三井調剤薬局田崎店 鹿屋市田崎町2185-5 0994-52-0341
鹿屋市 三井調剤薬局バイパス店 鹿屋市旭原町3644-7 0994-40-9110
鹿屋市 三井調剤薬局札元二丁目店 鹿屋市札元二丁目3746-9 0994-41-3900
鹿屋市 ミネサキ串良調剤薬局 鹿屋市串良町上小原4655 0994-31-4211
鹿屋市 ミネサキ調剤薬局寿店 鹿屋市寿五丁目26-1 0994-44-8856
鹿屋市 森園薬局 鹿屋市向江町25-4 0994-44-5621
垂水市 あさひ調剤薬局小みかん薬局店 垂水市南松原町10 0994-32-8118
垂水市 アルファー薬局 垂水市田神3498-56 0994-32-6400
垂水市 いちご薬局 垂水市田神字下福町3479-3 0994-32-3656
垂水市 垂水市民薬局 垂水市錦江町1-135 0994-31-3737
垂水市 垂水調剤薬局 垂水市上町96 0994-32-6400
垂水市 フタヤ薬局垂水店 垂水市旭町23 0994-32-7252
垂水市 ヘルシー薬局垂水店 垂水市田神字下福町3481-3 0994-32-9022
垂水市 宮田薬局 垂水市本町61 0994-32-0234
垂水市 ライフ薬局 垂水市中央町29 0994-31-3322
東串良町 串良調剤薬局 肝属郡東串良町川東3717-2 0994-63-8004
東串良町 すみれ調剤薬局 肝属郡東串良町池之原974 0994-63-7702
東串良町 豊栄調剤薬局 肝属郡東串良町池之原132-6 0994-63-5510
東串良町 豊栄調剤薬局柏原店 肝属郡東串良町川東3332-1 0994-63-3352
錦江町 おおすみ薬局田代店 肝属郡錦江町田代川原433-3 0994-28-2021
錦江町 川口薬局錦江店 肝属郡錦江町馬場423-3 0994-22-2265
錦江町 かわごえ薬局支店 肝属郡錦江町城元734 0994-22-3316
錦江町 かわごえ薬局塩屋店 肝属郡錦江町城元100-5 0994-28-3155
錦江町 肝属調剤薬局 肝属郡錦江町神川175-1 0994-22-3123
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【図表5-2-14】在宅医療に係る関係機関一覧（居宅介護支援事業所）

市町名 名称 所在地 電話番号
南大隅町 オレンジ薬局 肝属郡南大隅町根占川南3769 0994-24-5137
南大隅町 川口薬局 肝属郡南大隅町佐多伊佐敷3904-3 0994-26-0058
南大隅町 三井調剤薬局根占店 肝属郡南大隅町根占川北1725-2 0994-24-2166
肝付町 愛調剤薬局 肝属郡肝付町前田928-7 0994-65-1225
肝付町 肝付やぶさめ薬局 肝属郡肝付町前田858-3 0994-68-8020
肝付町 高山薬局 肝属郡肝付町新富521-10 0994-65-1229
肝付町 三井調剤薬局内之浦店 肝属郡肝付町北方1907 0994-45-6770
肝付町 ゆう調剤薬局 肝属郡肝付町前田4816-8 0994-65-0299
※平成30年12月1日現在で作成したものであり，追加等が必要な場合は，大隅地域振興局健康
企画課（電話：0994-52-2103）まで連絡してください。

市町名 名称 所在地 電話番号

鹿屋市 吾平クリニック 鹿屋市吾平町麓3322-1 0994-58-5555

鹿屋市 以和貴苑指定居宅介護支援事業所 鹿屋市串良町下小原3103-2 0994-62-8881

鹿屋市 大隅鹿屋病院 鹿屋市新川町6081-1 0994-40-2154

鹿屋市 おぐら居宅介護支援事業所 鹿屋市笠之原町27-22 0994-31-1631

鹿屋市 介護保険相談センターかのや 鹿屋市下祓川町1800 0994-41-4490

鹿屋市 介護保険相談センターハーモニーガーデン 鹿屋市寿四丁目1-43 0994-41-5343

鹿屋市 風の村居宅介護支援センター 鹿屋市野里町2485 0994-36-6363

鹿屋市 鹿屋市社会福祉協議会鹿屋居宅介護支援事業所 鹿屋市向江町29-2 0994-42-7188

鹿屋市 鹿屋市社会福祉協議会輝北居宅介護支援事業所 鹿屋市輝北町上百引2100-1 099-486-0777

鹿屋市 かのや東病院介護支援事業所 鹿屋市笠之原町2923-１ 0994-42-3111

鹿屋市 輝北在宅介護総合センター 鹿屋市輝北町市成1177 099-485-1185

鹿屋市 居宅介護支援事業所愛 鹿屋市寿四丁目11-24 0994-42-0898

鹿屋市 居宅介護支援事業所いきいき館 鹿屋市笠之原町3569-1 0994-45-4316

鹿屋市 居宅介護支援事業所うえの 鹿屋市上野町5201-1 0994-40-9733

鹿屋市 居宅介護支援事業所うぐいすの里 鹿屋市吾平町下名3397-4 0994-58-8864

鹿屋市 居宅介護支援事業所ヴィラかのや 鹿屋市寿八丁目21-2 0994-44-2070

鹿屋市 居宅介護支援事業所希望 鹿屋市東原町6058-4 0994-44-3573

鹿屋市 居宅介護支援事業所太陽の家 鹿屋市西原四丁目12-15 0994-45-4768

鹿屋市 居宅介護支援事業所だんだん 鹿屋市新川町5453-1 0994-45-4192

鹿屋市 居宅介護支援事業所虹の根っこ 鹿屋市浜田町656-1 0994-47-3855

鹿屋市 居宅介護支援事業所フローラ 鹿屋市本町3-3 0994-43-0101

鹿屋市 居宅介護支援事業所朋愛園 鹿屋市寿二丁目2-1 0994-41-2431

鹿屋市 居宅介護支援事業所メディカルウイル 鹿屋市上谷町11200-3 0994-41-7230

鹿屋市 居宅介護支援センター木楽 鹿屋市寿三丁目12-26 0994-45-6974

鹿屋市 ケアプランセンターひなた 鹿屋市寿二丁目8-4昭榮ビル１階 0994-45-5318

鹿屋市 ケアマネジメントサービスビビッドライフ 鹿屋市札元一丁目3-15-107 0994-38-9124

鹿屋市 ケアマネジメント花ごよみ 鹿屋市横山町2760-1 0994-48-3636

鹿屋市 指定居宅介護支援事業所鹿屋長寿園 鹿屋市下祓川町1800 0994-43-3082

鹿屋市 指定居宅介護支援事業所悠々 鹿屋市大浦町14028-6 0994-42-0808

鹿屋市 慈恵園指定居宅介護支援事業所 鹿屋市大姶良町247 0994-48-3535

鹿屋市 社会福祉法人愛光会福祉相談センターあい 鹿屋市海道町729-6 0994-46-2811

鹿屋市 社会福祉法人鹿屋恵友会指定居宅介護支援事業所 鹿屋市花岡町3979-1 0994-46-5051
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※ 平成30年12月１日現在で作成したものであり，追加等が必要な場合は，大隅地域振興

局健康企画課（電話：0994-52-2103）まで御連絡ください。

市町名 名称 所在地 電話番号

鹿屋市 とくだ居宅介護支援事業所 鹿屋市打馬一丁目11247 0994-42-0005

鹿屋市 長 内科指定居宅介護支援事業所 鹿屋市笠之原町49-21 0994-43-2195

鹿屋市 ニチイケアセンター鹿屋 鹿屋市寿４丁目6-16-2サンハイツ寿Ⅳ101 0994-40-5561

鹿屋市 ゆうあい指定居宅介護支援事業所 鹿屋市寿八丁目7244-8 0994-40-7211

鹿屋市 陵幸園指定居宅介護支援事業所 鹿屋市吾平町麓3805 0994-58-5055

垂水市 池田温泉クリニック居宅介護支援事業所 垂水市田神3536-1 0994-32-6161

垂水市 介護相談みらい 垂水市田神408-1 0994-32-4888

垂水市 居宅介護支援事業所コスモス苑 垂水市錦江町1-140 0994-32-5501

垂水市 垂水市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 垂水市田神11-1 0994-32-6277

垂水市 ほほえみ居宅介護支援事業所 垂水市海潟663-3 0994-32-9255

東串良町 居宅介護支援事業所あじさい 肝属郡東串良町池之原1998-1 0994-63-7677

東串良町 居宅介護支援事業所南の太陽 肝属郡東串良町新川西1367-1 0994-63-8558

東串良町 自立支援センターおおすみ 肝属郡東串良町池之原1223 0994-31-4510

東串良町 明光薗居宅介護支援事業所 肝属郡東串良町川東3800 0994-63-8018

東串良町 ルーピンの里居宅介護支援事業所 肝属郡東串良町池之原2077-1 0994-63-0700

錦江町 肝属郡医師会立指定居宅介護支援事業所みなみかぜ 肝属郡錦江町神川88-1 0994-22-3112

錦江町 居宅介護支援事業所南松園 肝属郡錦江町田代川原369 0994-25-3834

錦江町 錦江町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 肝属郡錦江町城元963 0994-22-2000

錦江町 ケアリンク菜の花 肝属郡錦江町馬場998-1 0994-28-3066

錦江町 青山荘指定居宅介護支援事業所 肝属郡錦江町城元3724-1 0994-22-3366

南大隅町 ケアサポートセンター養花天 肝属郡南大隅町佐多伊座敷3904-3 0994-26-1456

南大隅町 真寿園指定居宅介護支援事業所 肝属郡南大隅町佐多馬籠3466-3 0994-26-1310

南大隅町 蒼水園指定居宅介護支援事業所 肝属郡南大隅町根占山本1250-1 0994-24-3100

南大隅町 南大隅町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 肝属郡南大隅町根占川南3256-3 0994-24-4218

南大隅町 南大隅町社会福祉協議会佐多支所居宅介護支援事業所 肝属郡南大隅町佐多伊座敷3846 0994-26-4580

肝付町 花神荘指定居宅介護支援事業所 肝属郡肝付町後田5375 0994-65-4738

肝付町 肝付町社会福祉協議会居宅介護支援内之浦事業所 肝属郡肝付町南方2643 0994-31-6333

肝付町 肝付町社会福祉協議会居宅介護支援高山事業所 肝属郡肝付町前田3690 0994-65-3350

肝付町 居宅介護支援事業所はる 肝属郡肝付町後田2363-13 0994-65-5511

肝付町 居宅介護支援事業所ワルツ 肝属郡肝付町新富6675 0994-65-9070

肝付町 在宅介護支援センター老春苑 肝属郡肝付町新富525 0994-65-3633

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第２節 在宅医療・終末期医療
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【図表5-2-15】在宅医療に係る関係機関一覧（訪問看護事業所）

※ 平成30年12月１日現在で作成したものであり，追加等が必要な場合は，大隅地域振興

局健康企画課（電話：0994-52-2103）まで御連絡ください。

【図表5-2-16】在宅医療に係る関係機関一覧（介護老人保健施設）

※ 平成30年12月１日現在で作成したものであり，追加等が必要な場合は，大隅地域振興

局健康企画課（電話：0994-52-2103）まで御連絡ください。

市町名 名称 所在地 電話番号

鹿屋市 おおすみ訪問看護ステーション 鹿屋市川西町4461-14 0994-45-4707

鹿屋市 鹿屋訪問看護ステーション 鹿屋市下祓川町1794 0994-44-4776

鹿屋市 訪問看護ステーションあじさい 鹿屋市田崎町1316 0994-45-6622

鹿屋市 訪問看護ステーション以和貴苑 鹿屋市串良町下小原3106 0994-62-8888

鹿屋市 訪問看護ステーションことぶき 鹿屋市寿八丁目7309-2 0994-44-2772

鹿屋市 訪問看護ステーション花みずき 鹿屋市新川町6081-1 0994-40-0021

鹿屋市 訪問看護ステーション優心 鹿屋市大浦町14028-4 0994-45-5515

鹿屋市 訪問看護ステーションりん 鹿屋市笠之原町7402-1 0994-45-5886

垂水市 肝属郡医師会立訪問看護ステーション 垂水市錦江町1-140 0994-36-8990

錦江町 訪問看護ステーション菜の花 肝属郡錦江町馬場998-1 0994-28-3055

南大隅町 訪問看護ステーション養花天 肝属郡南大隅町佐多伊座敷3904-3 0994-26-1456

肝付町 高山訪問看護ステーションたんぽぽ 肝属郡肝付町新富550-1 0994-65-1555

市町名 名称 所在地 電話番号

鹿屋市 介護老人保健施設ハーモニーガーデン 鹿屋市寿四丁目1-43 0994-41-7800

鹿屋市 ナーシングホームひだまり 鹿屋市下祓川町1853 0994-41-1200

鹿屋市 ナーシングホームひだまり（ユニット型） 鹿屋市下祓川町1853 0994-41-1200

鹿屋市 老人保健施設ヴィラかのや 鹿屋市寿八丁目21-2 0994-44-0021

鹿屋市 老人保健施設おさしお 鹿屋市吾平町麓3766-1 0994-58-5858

垂水市 介護老人保健施設絆 垂水市田神3536-1 0994-32-6161

垂水市 垂水市立介護老人保健施設コスモス苑 垂水市錦江町1-140 0994-32-5200

錦江町 肝属郡医師会立介護老人保健施設みなみかぜ 肝属郡錦江町神川88-1 0994-22-3100

肝付町 老春苑 肝属郡肝付町新富525 0994-65-1500
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【図表5-2-17】在宅医療に係る関係機関一覧（短期間宿泊ができる事業所）

【図表5-2-18】在宅医療に係る関係機関一覧（地域包括支援センター）

市町名 名称 所在地 電話番号 生活 療養 小規模 地域

鹿屋市 小規模多機能型居宅介護事業所年輪 鹿屋市串良町下小原3105-2 0994-62-8805 ○

鹿屋市 小規模多機能ホームサポートセンターおぐら２４ 鹿屋市笠之原町29-39 0994-41-7313 ○

鹿屋市 小規模多機能ホーム哲ちゃん家 鹿屋市祓川町5204-3 0994-43-6515 ○

鹿屋市 小規模多機能ホームはぁと 鹿屋市横山町1865 0994-48-3164 ○

鹿屋市 小規模多機能ホーム花海家長寿園 鹿屋市花岡町6268 0994-46-5007 ○

鹿屋市 ショートステイいきいき館 鹿屋市笠之原町3579-1 0994-45-4316 ○

鹿屋市 ハイランド輝北デイセンター 鹿屋市輝北町市成2124-1 099-481-1717 ○

鹿屋市 プライエボーリ優花里 鹿屋市花岡町6265 0994-46-3001 ○

鹿屋市 みどりの園 鹿屋市輝北町市成2121-3 099-485-1902 ○

垂水市 恵典の泉 垂水市新城732-1 0994-34-3511 ○

垂水市 小規模多機能ホームくぬきの里 垂水市柊原625-1 0994-35-3636 ○

垂水市 小規模多機能ホームひまわりの里 垂水市錦江町1-239 0994-32-6666 ○

垂水市 小規模多機能ホームほほえみ 垂水市海潟502-1 0994-32-5708 ○

肝付町 小規模多機能ホームともに 肝属郡肝付町新富4994 0994-65-1565 ○

肝付町 小規模多機能ホーム南の空 肝属郡肝付町富山字今市牧1791-1 0994-65-6115 ○
※平成30年12月1日現在で作成したものであり，追加等が必要な場合は，大隅地域振興局健康企画課
（電話：0994-52-2103）まで連絡してください。

※生活：短期入所生活介護，療養：短期入所療養介護，小規模：小規模多機能型居宅介護，地域：地域密
着型特定施設入居者生活介護（短期利用可）

市町名 名称 所在地 電話番号

鹿屋市 鹿屋市地域包括支援センター 鹿屋市吾平町麓51-1 0994-45-6969

垂水市 垂水市地域包括支援センター 垂水市上町1-140 0994-32-5111

東串良町 東串良町地域包括支援センター 肝属郡東串良町池之原2157 0994-63-0930

錦江町 錦江町地域包括支援センター 肝属郡錦江町城元963 0994-22-3030

南大隅町 南大隅町地域包括支援センター 肝属郡南大隅町根占川北226 0994-28-1688

肝付町 肝付町地域包括支援センター 肝属郡肝付町新富98 0994-65-8419
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2 終末期医療

【現状と課題】

（１）終末期医療の現状

○ 肝属圏域の総死亡数は,平成12年の1,771人から平成27年の2,308人に，15年間で約5

37人増加しています。今後75歳以上の後期高齢者の増加が予想されることから，高齢

者世帯の動向やニーズ等を踏まえ，人生の最終段階における医療提供のあり方を検討

する必要があります。

○ 国においては，終末期医療のあり方について，患者，医療従事者ともに広くコンセ

ンサスが得られる基本的な事項を確認しガイドラインを作成しており，平成30年には

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」として

改訂しました。

○ 「平成28年度県民保健医療意識調査」によると，肝属圏域では約４割の住民が住み

慣れた自宅等で最期を迎えたいと望んでいる一方，実際に自宅で亡くなった人は9.2

％となっています。

（ ）【 】図表5-2-19 自分の最期を迎えたい場所の県民の意向 単位：％

自宅から緩和 緩和ケア病 医療機関から 介護保険

ケア病棟 棟から自宅 緩和ケア病棟 施設
区分 自 宅 医療機関

41.9 16.5 6.9 10.3 9.2 2.2肝属圏域

県 48.6 22.7 8.0 8.2 7.7 1.8

［ ］平成28年度県民保健医療意識調査

（単位：％）【図表5-2-20】 市町別実際の死亡場所（平成28年)

病院 介護老人 老人
区分 自 宅 その他

診療所 保健施設 ホーム

鹿屋市 68.4 1.9 7.7 8.9 2.8

垂水市 77.4 2.5 0.6 7.9 2.5

東串良町 66.4 3.4 4.3 11.2 0.0

錦江町 82.5 0.6 6.9 5.2 1.1

南大隅町 83.1 0.5 5.8 9.5 0.5

肝付町 59.5 1.1 7.5 13.6 3.2

肝属圏域 70.7 1.8 6.3 9.2 2.3

県 80.1 2.5 6.5 9.0 1.9

[厚生労働省人口動態調査票による県保健医療福祉課調べ]

（２）終末期医療の提供体制

○ 肝属圏域の在宅での看取りの状況をみると，病院では21件，有床診療所では41件，

無床診療所では63件となっています。

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第２節 在宅医療・終末期医療
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*1 リビング・ウィル：治る見込みがなく，死期が近いときには，延命医療を拒否することをあら

かじめ，書面に記しておき，本人の意思を直接確かめられないときはその書面にしたがって治療

方針を決定する方法

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第２節 在宅医療・終末期医療

【図表5-2-21】 在宅での看取りの状況 （単位：か所）

区 分 回答施設数 実施施設数 実施件数

病院 ２１ ４ ２１

有床診療所 ２６ ６ ４１

無床診療所 ５３ １２ ６３

［平成28年度県医療施設機能等調査］

○ 「残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの」に関する質問（平成28年度県民

保健医療意識調査）に対し，肝属圏域では 「医師の定期的な往診」や「緊急時の受，

入れ医療機関」とする回答が多く，かかりつけ医の役割が大きくなっています。

○ また，同調査では「家族の理解」という回答も多く，患者や家族の医療や福祉に対

する不安や様々な相談に，医療福祉従事者が対応できる体制の整備も必要です。

（単位：％）【図表5-2-22】 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの

区 分 肝属圏域 県

医師の定期的な往診 58.8 57.8

緊急時の受入れ医療機関 48.1 48.1

家族の理解 53.6 55.4

患者・家族への精神的な支援 13.4 16.4

看護師の定期的な訪問看護 28.5 28.8

ホームヘルパーの定期的な訪問介護 23.0 22.1

［平成28年度県民保健医療意識調査］

○ 国の「平成24年度人生の最終段階における医療に関する意識調査」の一般国民の回

答によると，様々な人生の最終段階の状況において希望する治療方針を詳細に尋ねた

ところ，末期がんや認知症が進行した場合等でも，侵襲性が高い等の一定以上の治療

は望まない傾向にあります。

○ また，同調査によると，リビング・ウィル に賛成と回答した者の割合は69.7％と
*1

なっていますが，実際に作成しているのは3.2％となっています。

○ 在宅における終末期医療の充実のため，調剤薬局においては麻薬などの医薬品等の

供給体制の整備が必要とされています。

○ がんなどの疾病において，終末期にある患者は，疼痛を訴える場合や，治療による
とうつう

治癒が困難な場合が多く見受けられますが，肝属圏域には緩和ケア専用の病床が備え

られている医療機関はないことから，がんなどの患者の身体的，精神的，心理的な苦

痛にも対応する，心のケア等を含めた緩和ケアの提供体制が整備される必要がありま

す。
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*1 ターミナルケア：終末期の医療及び看護

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第２節 在宅医療・終末期医療

○ 「平成28年度県医療施設機能等調査」によると，医療機関が在宅でのターミナルケ

ア を実施するための条件について 「ケアする家族の存在 「メディカルスタッフの
*1

， 」

確保」等が挙げられています。

【図表5-2-23】 在宅でのターミナルケアを実施するための重要な条件

（単位：％）（複数回答）

区 分 病 院 有床診療所 無床診療所

メディカルスタッフの確保 66.7(2位) 30.8(3位) 37.7(3位)

後方入院施設 52.4 23.1 37.7(3位)

地域の医師の協力体制 66.7(2位) 19.2 30.2

ケアする家族の存在 71.4(1位) 30.8(3位) 39.6(2位)

訪問看護ステーションの利用 61.9 38.5(2位) 80.8(1位)

介護ケアチームの協働 47.6 42.3(1位) 28.3

診療報酬上の評価 47.6 23.1 22.6

チーム医療の体制整備や専門知識・技術の向上 42.9 19.2 32.1

［平成28年度県医療施設機能等調査］

○ 本人や家族等の意思に沿う看取りの選択のために事例検討等を行うなど，多職種に

よる協議の場が必要です。

【 】施策の方向性

（１）終末期医療が行える体制づくり

人生の最終段階における医療を自宅等において確保するため，対応できるかかり

つけ医，かかりつけ歯科医，かかりつけ薬局，訪問看護ステーション等の確保を促

進します。

（２）患者，家族等への適切な情報提供・相談体制

患者及び家族等の医療に対する不安や様々な相談に対応するための，情報提供や

相談体制整備の促進を図ります。

（３）介護施設等での看取り体制の確保

病院・診療所だけでなく，特別養護老人ホームや介護保険施設，グループホーム

等においても，患者及び家族のニーズに応じた看取りができるなど体制の確保を図

ります。

（４）人生の最終段階における医療に係る情報の普及啓発

本人の意思を尊重し，市町において，地域の実情に応じた人生の最終段階におけ

る医療を実現するために，患者が治療やケアの方針等について選択できるよう，関

係機関等に必要な情報提供や普及啓発を図ります。
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第３節 医療と介護の連携

高齢者等の生活機能を維持・向上させるため，入院から在宅への移行を含め，高齢者等

の状態に応じた包括的かつ継続的なサービスが提供できるよう，医療と介護の円滑な連携

を進めます。

１ 医療と介護の連携体制の構築

【現状と課題】

（１） 在宅医療・介護連携の推進体制の構築

○ 高齢化の進行によって医療や介護を必要とする人の増加や，がんや脳卒中等に

よる医療依存度の高い在宅療養者の増加が予想されています。

○ 高齢化の進行や在宅医療を支える医療・介護資源に大きな地域差があり，課題

も地域ごとに異なることから，平成26年度の介護保険制度改正により，保険者で

ある市町村が地域支援事業において在宅医療・介護連携推進事業に取り組むこと

となり，平成30年４月から取組が始まっています。

○ 市町が主体となって在宅医療・介護連携を推進するために，郡市医師会など関

係機関と連携・協力しながら地域の特性に応じた取組を進めています。

○ 大隅地域では，平成29年度，医療と介護関係者の協議により，入院患者の円滑

な在宅への移行を図り，より充実した支援を行うにあたって必要な情報を医療機

関から介護支援専門員に着実に引き継ぐための仕組みとして「大隅地域退院支援

ルール」を策定し運用しています。

（２） 入院から在宅への移行等の状況

○ 平成28年度県民保健医療意識調査では 「自宅での医療や介護受け入れのため，

に特に必要なこと （複数回答）として，肝属圏域では「病状が急変したときに」

対応してくれる体制が整っている （61.5％）が最も高く，次いで「介護する家」

族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制が整っている （50.9％ 「経済」 ），

的負担が大きくならない （45.0％）と回答しており，在宅への移行には，必要」

なサービスや情報提供，ケアマネジメントが必要です。

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第３節 医療と介護の連携
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【図表5-3-1】 自宅での医療や介護の受入れのために特に必要なこと

[平成28年度県民保健医療意識調査]

○ 退院時カンファレンスの実施状況については，肝属圏域では「原則としてすべて実

施している」が，病院においては33.3％，有床診療所においては11.5％となっていま

す。

図表5-3-2】 退院時カンファレンスの実施状況（単位：％）【

一部実施 無回答
回答医療機 原則として 実施していな

関数 すべて実施 い
区 分

病院 21か所 33.3 52.4 14.3 0.0

有床診療所 26か所 11.5 26.9 50.0 11.5

[平成28年度県医療施設機能等調査]

○ 病院，有床診療所が退院後にケアマネジャーや介護サービス事業所等との連携を行

っている疾患としては，肝属圏域では「認知症」が最も多く，次いで「脳血管疾患」

となっています。

1.4％

9.6％

11.3％

19.9％

24.1％

45.0％

50.9％

61.5％

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

往診できる歯科医師がいる

看護師等による訪問看護体制が整っている

本人や家族の相談体制が整っている

往診できる医師がいる

介護をする家族がいる

経済的負担が大きくならない

介護する家族の肉体的・精神的負担が

大きくならない体制が整っている

病状が急変したときに対応してくれる体制が整ってい

る
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第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第３節 医療と介護の連携

【図表5-3-3】退院後にケアマネジャーや介護サービス事業所等との連携を行っている疾患

（複数回答，単位：％）

[平成28年度県医療施設機能等調査]

【施策の方向性】

（１） 医療・介護の連携体制づくり等

○ 地域の中で，急変時や本人家族の状況に応じた医療・介護サービス等が提供で

きるよう，市町単位で医療や介護の多職種が情報を共有しながら連携できる体制

づくり等を支援します。

○ 「認知症高齢者」や「脳血管疾患患者」等の高齢者を中心とした医療と介護が

必要な方の入院から在宅への移行等が円滑に進むよう，平成29年度に地域の医療

・介護の関係者が一体となって策定した「大隅地域退院支援ルール」を活用して

いきます。

（２） 人材育成

○ 入院から在宅への移行を含め，医療・介護の多職種協働や連携による高齢者等

の状態に応じた包括的かつ継続的なサービス提供ができる人材の育成を支援しま

す。

○ 医療と介護の連携が図られるよう，介護支援専門員や認知症介護実践者を対象

とした研修の充実・強化を支援します。

（３） 緊急時の対応，家族介護者の支援

○ 家族介護者等が日頃からの高齢者等の体調管理や，早期に病状の変化等に気づ

くことができるよう，訪問看護の利用を促進します。

○ 家族介護者の介護負担軽減のための短期入所等の利用促進を図るとともに，市

町における家族交流会や介護技術の学習会等の実施を促進します。

3.8

3.8

0.0

0.0

15.4

7.7

11.5

23.1

26.9

14.3

19.0

23.8

33.3

38.1

38.1

38.1

42.9

61.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他

急性心筋梗塞

神経難病

慢性呼吸器疾患

糖尿病

整形外科疾患

がん

脳血管疾患

認知症

病院

有床診療所
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*1 地域リハビリテーション広域支援センター：地域におけるリハビリテーションの中核となる機

関。地域住民やリハビリテーションを実施する機関からの相談支援，地域のリハビリテーション

関係者に対する援助，研修等を行う。

２ 地域リハビリテーション支援体制の整備

【現状と課題】

（１） 地域リハビリテーションの役割

○ 障害のある人や介護が必要な高齢者等が住み慣れた地域で暮らせるよう，自立

支援や重度化防止のため，それぞれの状態に応じたリハビリテーションが提供さ

れる地域リハビリテーション支援体制の推進が必要です。

○ リハビリテーションには，予防的リハビリテーション，急性期リハビリテーシ

， ， （ ） ，ョン 回復期リハビリテーション 維持期 生活期 リハビリテーションがあり

それぞれ適切な時期に行う必要があります。

○ 総合的なリハビリテーションの提供体制の整備及び各ステージへの切れ目ない

円滑な移行を図るためには，医療機関相互や，医療機関と介護保険施設等との連

携が重要です。

○ 急性期から回復期及び維持期（生活期）の各ステージに応じたリハビリテーシ

ョンや予防的リハビリテーションが，関係機関の連携の下に，高齢者等が住み慣

れた地域において適切かつ円滑に提供できる体制の整備が求められています。

（２） 地域リハビリテーション支援体制

○ 地域リハビリテーション広域支援センター は，リハビリテーション実施機関*1

や地域住民への支援等を行っており，肝属圏域では，２医療機関が指定されてい

ます。

【図表5-3-4】地域リハビリテーション広域支援センターの状況（平成30年4月現在）

医療機関名 指定年 脳血管疾患 整形疾患

池田病院 平１２ ○

恒心会おぐら病院 平１６ ○ ○

[県高齢者生き生き推進課調べ]

第５章 地域包括ケア体制の整備充実
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第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第３節 医療と介護の連携

【図表5-3-5】地域リハビリテーション支援体制図

［県高齢者生き生き推進課作成］
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第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第３節 医療と介護の連携

【施策の方向性】

○ リハビリテーション従事者が地域におけるリハビリテーションや市町が実施する介

護予防事業等の場で実践的な活動が行えるように，地域リハビリテーション広域支援

センター等を中心に，リハビリテーション従事者等を対象とした研修会や技術援助に

より，従事者の資質の向上を図ります。

○ 地域リハビリテーション広域支援センター等を中心とした医療・福祉・介護等の関

係団体や市町・地域包括支援センターの連携強化を図り，地域におけるリハビリテー

ション提供体制づくりを推進します。
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第４節 高齢者の支援

１ 高齢単身世帯等の支援

【現状と課題】

（１） 高齢者（65歳以上）人口の状況

， 。 ，○ 肝属圏域の高齢化率は 鹿屋市を除き１市４町が県平均を上回っています また

県内の高齢化率上位10市町村に，南大隅町の１位を始めとして圏域内の４市町（錦

江町２位，肝付町３位，垂水市７位）が入っています（平成27年国勢調査 。）

【図表5-4-1】高齢化率の将来推計

平成27年までは総務省統計局 国勢調査 平成32年以降は国立社会保障・人口問題研究所 日［ 「 」， 「

本の地域別将来推計人口（平成30年３月推計 ］）」

○ 高齢化の進行によって，医療や介護を必要とする人の増加や，がんや脳卒中等に

よる医療依存度の高い在宅療養者の増加が予想されています。

○ 肝属圏域の高齢者のいる一般世帯は31,958世帯（46.7％）で，このうち一人暮ら

し高齢者は11,757世帯（一般世帯全体の17.2％ ，高齢夫婦世帯は10,644世帯（同）

15.6％）となっています。

平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年

鹿屋市 24.0 27.5 30.4 32.5 33.9 34.6

垂水市 35.0 38.5 43.6 47.8 50.7 52.0

東串良町 33.9 35.4 36.3 38.4 39.1 38.9

錦江町 40.0 42.9 47.1 51.1 54.5 57.2

南大隅町 43.3 45.6 49.0 53.7 57.2 59.6

肝付町 36.7 39.1 41.9 44.7 46.5 47.3

肝属圏域 29.3 31.6 34.6 36.9 38.2 38.8

県 26.5 29.4 32.7 35.2 36.7 37.8

24.0
27.5

30.4
32.5 33.9

34.6
35.0

38.5

43.6
47.8
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38.4 39.1 38.940.0

42.9

47.1
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54.5
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45.6

49.0
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41.9
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*1フレイル：現在県で定義を協議中。固まり次第記載予定

【図表5-4-2】 高齢者のいる世帯

[平成27年国勢調査]

（２） 独居高齢者等の支援の現状

○ 独居高齢者等が地域とのつながりを持ちながら，生きがいを持ち，日常生活を安

心して過ごすためには，住民相互の支え合いの環境の中で，生活全般にわたる各種

のサービスが必要です。

○ 独居高齢者等の孤立化を防ぐため，見守りや声かけなど住民主体による地域の見

守り体制の充実を図る必要があります。

○ 独居高齢者等が，閉じこもりにより活動性が低くなることを予防するため，身近

な場所に住民主体の通いの場を作るなど，生きがいや役割を持って生活できるよう

に支援する必要があります。

○ フレイル の状態を経て要介護状態になる高齢者が増加していることから，低栄
*1

養や運動機能・認知機能の低下などフレイルの進行を予防する取組が重要です。

○ 独居高齢者等が安心して在宅での療養生活を送るために，多職種が連携した在宅

医療提供体制の構築を推進する必要があります。

○ 高齢者施策として，公民館単位のサロン活動，介護予防に係る知識の普及及び買

い物代行等の生活支援に係るボランティア育成等を通じ，地域住民が一体となった

地域支援体制の整備に取り組んでいる地域が増えています。

世帯数 一般世帯に占める割合

一般世帯 68,425 －

31,958 46.7

一人暮らし高齢者 11,757 17.2

高齢夫婦世帯 10,644 15.6

722,372 －

311,133 43.1

一人暮らし高齢者 110,741 15.3

高齢夫婦世帯 100,929 14.0

高齢者のいる世帯

区分

一般世帯

高齢者のいる世帯

圏域

県
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第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第４節 高齢者の支援

【施策の方向性】

（１） 高齢期における孤立化防止のための対策

○ 独居高齢者等が自発的に社会参加し，相談できる相手を見つけられるよう，老人

クラブやボランティア活動などの地域コミュニティの積極的参加や，近所付き合い

の積極化への支援を行います。

○ 地域コミュニティ等へ参加できない高齢者へは，訪問介護などの公的サービスを

， ， 。活用するほか 地域住民 ＮＰＯ等による安否確認などの活動への支援を行います

（２） 独居高齢者等への支援体制の充実

○ 高齢者等が安心して暮らせる地域づくりを推進するため，地域住民による見守り

体制の充実や，独居高齢者等の急病や家庭内の事故等に対応できる体制整備など民

間事業者と連携した地域の見守り・支援体制の構築に係る市町の取組を支援しま

す。

○ 独居高齢者等の閉じこもり等を防止するため，地域包括支援センターにおいて適

切なケアマネジメントや介護予防事業等の実施を促進します。

○ 地域住民と一体となって買い物代行やゴミ出しなどを行うボランティア等の生活

支援の担い手育成を支援するほか，生活支援・介護予防サービスの充実に向けた地

域資源の開発やそのネットワーク化などを行う生活支援コーディネーターの活用を

支援します。

○ 独居高齢者等の交流の場を確保するため身近な場所でのサロン活動など通いの場

を作り，地域で支える体制づくりを支援します。

○ 独居高齢者等が安心して在宅での療養生活を送るために，多職種による連携体制

や，在宅医療を担う病院・診療所，薬局，訪問看護ステーション及び入院機能を有

する病院・診療所等の円滑な連携体制の構築を支援します。

○ 要介護状態の原因となる認知症，脳卒中，ロコモティブシンドロームの発症・重

症化予防に重点を置き，高齢期の健康づくりと疾病予防を推進します。

○ 県民健康プラザ健康増進センターと市が協働して実施している認知症やロコモテ

ィブシンドロームの発症・重症化予防を目的とした取組を促進します。
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*1 日常生活自立度ランクⅡ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少

みられても，誰かが注意していれば自立できる段階

２ 認知症高齢者等の支援

【現状と課題】

（１） 認知症高齢者等の状況

○ 平成29年10月１日現在で要介護認定を受けている人のうち，認知症の症状が見ら

れる（認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡ 以上）高齢者は肝属圏域で7,067人
*1

であり，今後も高齢者の増加とともに認知症の症状を有する人（認知症高齢者等）

は増加するものと想定されます。

【図表5-4-3】認知症高齢者数 （単位：人，％）

平成27年国勢調査 平成29年10月１日現在

高齢者人口 認知症高齢者数 高齢者人口比
区分

肝属圏域 49,601 7,067 14.3

県 479,734 62,588 13.0

[県高齢者生き生き推進課調べ]

○ 「県民保健医療意識調査」によると，認知症が疑われる症状が発生した場合の相

談機関としては「医療機関 （29.9％）が最も多く，次いで「地域包括支援センタ」

ー （19.6%),「県認知症疾患医療センターなどの認知症専門医 （12.0％）の順と」 」

なっています。

○ 県の要介護(要支援)状態の原因は 認知症(25.5%)が最も多く 続いて脳卒中(22.， ，

7%)，ロコモティブシンドローム(運動器症候群)に関連する疾患となっています。

○ 認知症の人や家族に対し，初期の支援を包括的・集中的に行うことで悪化による

精神科入院を防ぎ，適切な治療を早期に開始することで，症状が改善したり，進行

を遅らせたりすることが可能な場合もあります。肝属圏域の全市町において 「認，

知症初期集中支援チーム事業」を実施して対応しています。

○ 認知症は，高齢化に伴い増加することや，生活習慣病との大きな関連があること

から，介護予防事業や生活習慣病予防のための特定健康診査の実施を促進する必要

があります。

【図表5-4-4】市町別認知症ケアに関する主な介護サービス事業所数

区 分 鹿屋市 垂水市 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 圏域計

６ ４ ０ ０ ０ ０ 10小規模多機能型居宅介護

35 ６ ３ ２ ４ ４ 57認知症対応型共同生活介護

２ ０ ０ ０ ０ ０ ２定期巡回・随時対応サービス

６ ０ ０ ０ ０ ０ ６認知症対応型通所介護

１ ０ ０ ０ ０ ０ １地域密着型特定施設入居者生活介護

[大隅地域振興局調べ]
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*1 キャラバン・メイト：都道府県，市町村など自治体や全国規模の企業・団体等と協催養成され

た認知症サポーター養成講座の講師役

*2 認知症サポーター：認知症サポーター養成講座を受けた人。認知症の人や家族を温かく見守

る応援者。認知症サポーターには認知症を支援する「目印」としてブレスレッド（オレンジリ

ング）を付けてもらっている。

*3 若年性認知症：65歳未満で発症する認知症

*4 認知症サポート医：かかりつけ医からの相談を受け助言等を行う医師。地域の認知症に係る

地域医療体制の中核的な役割を担う医師

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第４節 高齢者の支援

○ 肝属圏域には，平成30年３月末現在で認知症介護指導者が４人います。

○ 肝属圏域には，平成30年９月末現在でキャラバン・メイト が245人，認知症サポ
*1

ーター が14,589人います。
*2

【図表5-4-5】市町別キャラバン・メイト等の状況（平成30年９月末現在 （単位：人））

区 分 キャラバン・メイト数 認知症サポーター数サポーター講座開催回数

鹿屋市 322 115 10,776

垂水市 18 59 602

東串良町 10 ７ 314

錦江町 48 20 907

南大隅町 39 10 1,751

肝付町 25 34 531

肝属圏域計 462 245 14,881

[全国キャラバン・メイト連絡協議会調べ]

○ 市町では，認知症に関する講演会や勉強会等を開催しています。また，認知症高

齢者等による徘徊に対して早期発見・保護を地域ぐるみで取り組むため，多くの関

係機関の協力を得て徘徊模擬訓練に取り組む市町が増えています。

○ 大隅地区介護事業所連絡協議会では，認知症の理解を図るため大隅地区認知症セ

ミナーを開催しています。

○ 若年性認知症 については，症状が進行してから診断される人が多いこと，発症
*3

後の生活維持が困難になることなどから，地域における早期診断・早期対応や生活

支援の仕組みにづくりを更に進める必要があります。

（２） 認知症に対する医療体制

○ 肝属圏域には，平成30年10月現在で認知症サポート医 が24人，もの忘れの相談
*4

ができる医師が36人います。
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*1 認知症疾患医療センター：認知症の鑑別診断，及び身体合併症や周辺症状への急性期対応，

かかりつけ医等との連携や地域の人材育成，地域包括支援センターや介護サービス事業者との

連携づくりを担う認知症に関する地域の中核的な医療機関

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第４節 高齢者の支援

【図表5-4-6】市町別認知症サポート等の状況（平成30年10月現在） （単位：人）

もの忘れの相談ができる

区 分 認知症サポート医数 医師数

鹿屋市 16 24

垂水市 ２ ５

東串良町 １ ０

錦江町 ３ ２

南大隅町 ０ １

肝付町 ２ ４

肝属圏域計 24 36

[県高齢者生き生き推進課調べ]

○ 認知症疾患医療センター は，平成30年４月１日現在，肝属圏域ではメンタルホ*1

スピタル鹿屋が指定されています。

○ 認知症高齢者等やその家族は，様々な悩みや不安を抱えていることから，身近な

地域での相談や早期の適切なケアに結びつけるため，認知症の早期発見・早期対応

に向けた体制の構築が必要です。

（３） 認知症高齢者等の権利擁護

県における「平成28年度高齢者虐待対応状況調査（家庭内虐待 」によると，家）

族等から虐待を受けた要介護等認定者のうち，認知症高齢者等が約８割を占めてお

， 。り 認知症高齢者等に対する虐待防止や権利擁護の取組を推進する必要があります

【図表5-4-7】家庭内虐待を受けた者の日常生活自立度別の状況 （単位：人）

家庭内虐待を受け 認知症高齢者の日常生活自立度

区 分 た者のうち要介護 自立又は

認定済者 認知症なし ランクⅠ ランクⅡ以上

平成25年度 86 ４(4.7%) 16(18.6%) 57(66.3%)

平成26年度 80 ６(7.5%) 11(13.8%) 60(75.0%)

平成27年度 116 16(13.8%) 30(25.9%) 65(56.0%)

平成28年度 107 ２(1.9%) 16(15.0%) 86(80.4%)

平成29年度 86 12(14.0%) 12(14.0%) 58(67.4%)

[県高齢者生き生き推進課調べ]
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*1 認知症ケアパス：認知症を発症したときから，その進行状況にあわせて，いつ，どこで，どの

ような医療・介護サービスを受けることができるのかをあらかじめ決めておくもの。

第５章 地域包括ケア体制の整備充実

第４節 高齢者の支援

【施策の方向性】

（１） 認知症の段階に応じた総合的な支援対策

， ，○ 認知症の発生要因ともなる生活習慣病を予防し 良好な生活習慣を維持するため

市町における介護予防や生活習慣病予防の取組みの促進を図ります。

○ 認知症の人の介護者の負担を軽減するため，認知症の人やその家族が，地域の人

や専門家と相互に情報を共有し，お互いを理解し合う認知症カフェ等の取組を促進

します。

○ 認知症の段階に応じてどのような支援を受けることができるのか認知症高齢者そ

の家族等が理解することができるよう，地域の実情に応じた認知症ケアパス の促*1

進に努めます。

， ， ，○ 認知症サポーターの養成 家族等の交流会などを通じて 家族や地域住民に対し

早期発見・早期対応の重要性や認知症に対する正しい理解の促進を図るとともに，

認知症サポーターが様々な場面で活動できるよう地域等の実情に応じた取組の促進

を図ります。

○ 認知症初期集中支援チームが効果的に機能するよう，チームの役割等についての

普及啓発や運営，活用に係る市町の取組を促進します。

○ 認知症高齢者等の自立支援やケアの質の向上を図るため，医療・介護従事者等へ

の研修の充実や地域における指導者の育成等を行います。

○ 若年性認知症支援コーディネーターを中心に，地域包括支援センターや認知症疾

患医療センターなどの関係者間の連携体制を強化するなど，若年性認知症やその家

族への支援の充実を図ります。
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【図表5-4-8】認知症初期集中支援チームの概要

［厚生労働省資料を基に県高齢者生き生き推進課で作成］

（２） 認知症の医療連携体制の整備

○ 認知症の専門医療機関である認知症疾患医療センターを地域連携推進機関とし

て，かかりつけ医や認知症サポート医等と連携した早期診断・早期対応の体制構築

を推進します。

また，医療と介護が連携したケアの提供を促進するため，地域包括支援センター

や介護支援専門員等の介護関係者との連携強化を図ります。

○ 認知症サポート医の効果的な活用を行うことにより，かかりつけ医に対する支援

や地域包括支援センター等との連携の強化を図ります。
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図表5-4-9】認知症の医療連携体制のイメージ【

［県高齢者生き生き推進課作成］

（３） 市町等と連携した権利擁護対策

○ 虐待等に関する相談窓口の周知や関係機関との連携・協力体制の整備に努めま

す。

○ 認知症の正しい知識と理解の普及や高齢者虐待防止の啓発に努めます。

○ 介護者の負担軽減を図るため，介護を行う家族の交流会等の支援を促進します。

○ 成年後見制度や福祉サービス利用支援事業などの権利擁護を目的とする制度・サ

ービスの活用促進を図ります。
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【図表5-4-10 認知症サポート医名簿】

［県高齢者生き生き推進課調べ］

平成３０年１０月現在

医師名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 原田  努 鹿屋在宅支援診療所 鹿屋市旭原町３６０８－１ 0994-45-5844

2 諸木  浩一 徳田脳神経外科病院 鹿屋市打馬１-１１２４８-１ 0994-44-1119

3 新名主  宏一 徳田脳神経外科病院 鹿屋市打馬１-１１２４８-１ 0994-44-1119

4 石踊  二矢 かのや東病院 鹿屋市笠之原町２９２３－１ 0994-42-3111

5 石踊　伸矢 かのや東病院 鹿屋市笠之原町２９２３－１ 0994-42-3111

6 吉元  和浩 特別養護老人ホームみどりの園 鹿屋市輝北町市成２１２１-３ 099-485-1902

7 白石  匡史 まちのお医者さん 鹿屋市寿５丁目２６－３８ 0994-40-7801

8 池田　徹 池田病院 鹿屋市下祓川町１８３０ 0994-43-3434

9 富士川　浩祥 池田病院 鹿屋市下祓川町１８３０ 0994-43-3434

10 小林　憲史 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

11 佐藤　壮司 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

12 長島　庸至 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

13 池田　卓也 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

14 的場  公男 的場クリニック 鹿屋市西原４丁目１０－３８ 0994-45-7282

15 今泉  正臣 桜ヶ丘病院 鹿屋市西原４丁目１５－５ 0994-44-8686

16 楯林  義寛 桜ヶ丘病院 鹿屋市西原４丁目１５－５ 0994-44-8686

17 富髙　靖 介護老人保健施設　絆 垂水市田神３５３６－１ 0994-32-6161

18 吉冨　孝之 よしとみクリニック 垂水市南松原町１０ 0994-45-4215

19 兒玉　秀文 医療法人兒玉医院 肝属郡東串良町川東３４３５ 0994-63-8522

20 今隈　満 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川１３５－３ 0994-22-3111

21 山口　直喜 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川１３５－３ 0994-22-3111

22 小幡　悦朗 長浜医院 肝属郡錦江町城元８９５－１２ 0994-22-0137

23 吉重　幸一 吉重クリニック 肝属郡肝付町北方５８１－１ 0994-67-2666

24 山内  慎介 山内クリニック 肝属郡肝付町前田４８１６-２ 0994-65-8181

認知症サポート医
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【図表5-4-11 もの忘れの相談ができる医師】

［県高齢者生き生き推進課調べ］

平成３０年１０月現在

医師名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 徳田　元 徳田脳神経外科病院 鹿屋市打馬１丁目１１２４８－１ 0994-44-1119

2 春島　正美 はるしま整形外科クリニック 鹿屋市旭原町２５７２－２ 0994-41-2211

3 飯隈　忠仁 井ノ上病院 鹿屋市王子町３９８０－１ 0994-42-5275

4 小倉　修 恒心会おぐら病院 鹿屋市笠之原町２７－２２ 0994-44-7171

5 石踊　二矢 かのや東病院 鹿屋市笠之原町２９２３－１ 0994-42-3111

6 石踊　伸矢 かのや東病院 鹿屋市笠之原町２９２３－１ 0994-42-3111

7 田村　正年 医療法人ゆうか田村脳神経外科クリニック 鹿屋市川西町４４７５－３ 0994-41-7100

8 瀬口  昌敏 せぐち整形外科 鹿屋市北田町８-２０ 0994-40-9200

9 吉元  和浩 みどり明星クリニック 鹿屋市輝北町市成２１１９-２ 099-485-1911

10 石川　勉 いしかわ耳鼻咽喉科 鹿屋市共栄町１０－６ 0994-43-3387

11 鮫島　理恵 鮫島整形外科病院 鹿屋市寿１丁目１－１ 0994-43-2535

12 河村　秀敏 児玉上前共立病院 鹿屋市寿５丁目２－３９ 0994-43-2510

13 児玉　千早 児玉上前共立病院 鹿屋市寿５丁目２－３９ 0994-43-2510

14 白石  匡史 まちのお医者さん 鹿屋市寿５丁目２６－３８ 0994-40-7801

15 池田　卓也 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

16 佐藤　壮司 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

17 長島　庸至 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

18 中塩　一昭 中塩医院 鹿屋市西原１丁目１３－１５ 0994-43-2489

19 古賀　邦明 西原保養院 鹿屋市西原２丁目２９－２２ 0994-43-1783

20 的場  公男 的場クリニック 鹿屋市西原４丁目１０－３８ 0994-45-7282

21 今泉  正臣 桜ヶ丘病院 鹿屋市西原４丁目１５－５ 0994-44-8686

22 楯林  義寛 桜ヶ丘病院 鹿屋市西原４丁目１５－５ 0994-44-8686

23 後藤　正道 国立療養所　星塚敬愛園 鹿屋市星塚町４２０４ 0994-49-2500

24 前田　稔廣 前田内科 鹿屋市本町４－２ 0994-42-2175

25 福本  伸久 垂水市立介護老人保健施設コスモス苑 垂水市錦江町１－１４０ 0994-32-5200

26 池田  誠 垂水温泉クリニック 垂水市田神３５３６ 0994-32-6161

27 馬場  香子 東内科小児科クリニック 垂水市田神３４８５-１ 0994-32-5522

28 富髙　靖 介護老人保健施設　絆 垂水市田神３５３６－１ 0994-32-6161

29 吉冨　孝之 よしとみクリニック 垂水市南松原町１０ 0994-45-4215

30 山下  健治 大根占医院 肝属郡錦江町馬場４４５－２ 0994-22-2658

31 今隈　満 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川１３５－３ 0994-22-3111

32 笠毛　博 じょうさいクリニック 肝属郡南大隅町根占川南３７７２ 0994-24-2977

33 上園　春海 介護老人保健施設　老春苑 肝属郡肝付町新富５２５ 0994-65-1500

34 南曲　尚 高山胃腸科外科 肝属郡肝付町前田９３１-１ 0994-65-7671

35 上園  瑠美子 ルミコ医療ステーション 肝属郡肝付町前田１１５１-１０ 0994-65-0921

36 山内 慎介 山内クリニック 肝属郡肝付町前田４８１６-２ 0994-65-8181
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